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告

示

青
森
県
告
示
第
四
百
八
十
九
号

青
森
県
内
水
面
漁
業
振
興
対
策
事
業
費
補
助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
内
水
面
漁
業
振
興
対
策
事
業
費
補
助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
内
水
面
漁
業
振
興
対
策
事
業
費
補
助
金
交
付
規
程

(

昭
和
四
十
年
九
月
青
森
県
告
示
第
六

百
八
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中｢

青
森
県
さ
け
・
ま
す
増
殖
振
興
協
会｣

を｢

青
森
県
さ
け
ま
す
増
殖
流
通
振
興
協
会｣

に
改
め
る
。

第
三
条
第
三
項
を
削
る
。

第
四
条
第
一
号
及
び
第
九
条
中

｢

正
副
三
通｣

を
削
る
。

｢
｢

別
表
中

を

に
、

｢４
分
の
３

｣
｣

以
上
｣

を

｢２
分
の
１
以
上
｣

に
、

｢の
４
分
の
３
以
内
｣

を

｢の
２
分
の
１
(知
事
が
特
に
認
め

る
場
合
に
あ
つ
て
は
､
４
分
の
３
)
以
内
｣

に
、

｢青
森
県
さ
け
・
ま
す
増
殖
振
興
協
会
｣

を

｢青

｢
｢

森
県
さ
け
ま
す
増
殖
流
通
振
興
協
会
｣

に
、

を

｣

に
改
め
る
。

｣

第
二
号
様
式
の
２
の
�
の
ア
の
表
中｢

増
殖
振
興
協
会｣

を｢

増
殖
流
通
振
興
協
会｣

に
改
め
る
。
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平
成
十
九
年

六
月
二
十
五
日

(

月
曜
日)

第
二
千
七
百
九
十
七
号

２
分
の
１
(知
事
が
特
に

認
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
､

４
分
の
３
)
以
内

４
分
の
３
以
内

４
分
の
３
以
内

２
分
の
１
以
内



( )

第
三
号
様
式
の
�
の
表
中

｢増
殖
振
興
協
会
費
｣

を

｢増
殖
流
通
振
興
協
会
費
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
告
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
告
示
第
四
百
九
十
号

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法

(

平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号)

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
行
っ
た
次
の
公
共
下
水
道
の
終
末
処
理
場
の
設
置
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
過
疎
地

域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
施
行
令

(

平
成
十
二
年
政
令
第
百
七
十
五
号)

第
八
条
第
一
項
後
段
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

公
共
下
水
道
の
名
称

む
つ
市
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道

二

工
事
の
区
域

終
末
処
理
場

む
つ
市
川
内
町
中
畑
四
二
の
六
地
内

三

工
事
の
内
容

終
末
処
理
場

(

水
処
理
施
設
土
木
工
事)

四

工
事
の
完
了
の
日

平
成
十
九
年
五
月
三
十
日

青
森
県
告
示
第
四
百
九
十
一
号

漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
加
入
区
に
お
い
て
は
、
平
成
十
九
年
六
月
二
十
五
日
を
も
っ
て
指
定
漁
船
を
普

通
損
害
保
険
に
付
す
べ
き
義
務
が
消
滅
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
九
十
二
号

漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
次
の
発
起
人
の
次
の
加
入
区
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
の
で
、
同
法
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
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加
入
区
の
名
称

は

ち

の

へ

発

起

人

の

住

所

及

び

氏

名

加
入
区
の
名
称

八
戸
市
大
字
市
川
町
字
下
揚
一
一
二
番
地

橘

一

男

八
戸
市
大
字
鮫
町
字
下
松
苗
場
一
四
番
地
一
六
五福

嶋

一

雄

八
戸
市
大
字
鮫
町
字
日
蔭
沢
一
八
番
地
九
六

石

井

作

美

は
ち
の
へ



( )

平
成
十
九
年
六
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
六
月
十
一
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ふ
れ
あ
い
ネ
ッ
ト
五
所
川
原

三

代
表
者
の
氏
名

蝦
名

郁
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

五
所
川
原
市
大
字
湊
字
千
鳥
九
〇
市
営
住
宅
二
―
一
〇

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
住
民
に
対
し
て
、
地
域
住
民
参
加
の
為
の
企
画
及
び
各
種
講
座
の
開
講
を

図
る
事
業
を
行
い
、
地
域
住
民
の
社
会
参
加
の
支
援
、
社
会
全
体
の
利
益
の
増
進
と
活
性
化
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ゲ
ー
ム
倉
庫
青
森
東
店

青
森
市
大
字
矢
田
前
字
弥
生
田
一
六
の
一

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
サ
ン
デ
ー

八
戸
市
根
城
六
丁
目
二
二
の
一
〇

代
表
取
締
役
社
長

和
田
正
徳

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

平
成
十
九
年
六
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
五
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ロ
ッ
ク
タ
ウ
ン
弘
前
樋
の
口

弘
前
市
大
字
樋
の
口
二
丁
目
九
の
六

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
北
株
式
会
社

秋
田
県
秋
田
市
土
崎
港
北
一
丁
目
六
の
二
五

代
表
取
締
役

反
田
悦
生

２

株
式
会
社
サ
ン
ワ
ド
ー

青
森
市
大
字
石
江
字
三
好
六
九
の
一

代
表
取
締
役
社
長

中
村
勝
弘

３

ロ
ッ
ク
開
発
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
佐
久
間
河
岸
六
七

代
表
取
締
役
社
長

羽
間
和
彦

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧
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( )

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
弘
前
市
役
所

２

期
間

平
成
十
九
年
六
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
五
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
弘
前
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

カ
ブ
セ
ン
タ
ー
柏
店

つ
が
る
市
柏
上
古
川
八
重
崎
七
四
の
一
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

紅
屋
商
事
株
式
会
社

青
森
市
新
町
二
丁
目
五
の
八

代
表
取
締
役

秦
勝
重

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
つ
が
る
市
役
所

２

期
間

平
成
十
九
年
六
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
五
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
つ
が
る
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
モ
ー
ル
浜
田

青
森
市
東
大
野
二
丁
目
九
の
三
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
し
ま
む
ら

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
宮
原
町
二
丁
目
一
九
の
四

代
表
取
締
役

野
中
正
人

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

平
成
十
九
年
六
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
五
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
五
日
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( )

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
し
ま
む
ら
田
向
店

八
戸
市
八
戸
都
市
計
画
事
業
田
向
土
地
区
画
整
理
事
業
三
一
街
区
一
画
地
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
し
ま
む
ら

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
宮
原
町
二
丁
目
一
九
の
四

代
表
取
締
役

野
中
正
人

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
八
戸
市
庁

２

期
間

平
成
十
九
年
六
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
五
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
八
戸
市
庁
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

鶴
田
フ
ッ
ド
リ
バ
ー
モ
ー
ル

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
鶴
田
字
中
泉
二
四
五
の
一
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ス
ー
パ
ー
ス
ト
ア

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
中
里
字
紅
葉
坂
一
五
四

代
表
取
締
役

野
宮
英
明

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
鶴
田
町
役
場

２

期
間

平
成
十
九
年
六
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
五
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
鶴
田
町
役
場
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
小
泉
土
建

二

代
表
者
の
氏
名

小
泉

一
美

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
豊
間
内
字
志
戸
岸
四
四
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
五)

第
一
六
四
二
四
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
九
年
五
月
二
十
九
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
と
び
・
土
工
、
ほ
装
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
九
年
五
月
二
十
九
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

出

先

機

関

青 森 県 報平成19年６月25日 月曜日 第2797号5



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

西
北
地
域
県
民
局
告
示
第
一
号

建
築
基
準
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
六
年
二

月
青
森
県
規
則
第
二
十
号)

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課
、
西
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部

及
び
五
所
川
原
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
五
日

西
北
地
域
県
民
局
長

神

豊

勝

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
五

(

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
五
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
五

(

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
五(

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
第
二
号
中

｢

言
語
聴
覚
士｣

の
下
に

｢

、
管
理
栄
養
士｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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位

置

延

長

幅

員

指
定
年
月
日

五
所
川
原
市
大
字
稲
実
字
稲

葉
八
四
の
九
、
八
四
の
一
一

及
び
八
四
の
一
二

九
四
・
〇
五
メ
ー
ト

ル

六
・
〇
九
メ
ー
ト
ル

か
ら
六
・
一
〇
メ
ー

ト
ル

平
成

��・

�・
��


